
平成27年度 第５回

地方独立行政法人西都児湯医療センター評価委員会

平成27年８月４日（火）午後７時から

西都市役所議会委員会室

１ 開会

２ 委員長あいさつ

３ 議事

（１） 地方独立行政法人西都児湯医療センター中期計画（案）について

（２） 地方独立行政法人西都児湯医療センター業務方法書（案）につい

て

（３） 地方独立行政法人西都児湯医療センター役員の報酬等の支給基準

（案）について

４ その他

５ 閉会



地方独立行政法人西都児湯医療センター 中期計画案

現 行 案 修 正 案

第2 住民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成す

るためにとるべき措置

1 医療サービス

(1) 緊急性の高い脳疾患や地域に不足している内科疾患における二次救急医療の提供

現在、西都児湯医療圏からは約4割の患者が圏外へ流出していることから、地域の

医療機関と連携を図り、役割分担をしながら医療圏内で完結できる診療体制の実現を

目指す。

特に高齢者に多くかつ緊急性の高い脳卒中等の脳疾患患者について、ＭＲＩやＤＳ

Ａといった高度医療機器を備える法人が積極的に受け入れ、また呼吸器及び消化器領

域の内科疾患についても、専門性を活かして高度な医療を提供する。

◆ＤＳＡ

血管造影検査の略称。透視装置を見ながら、腕、太ももの付け根から、挿入した細い管（カテーテル）

先端を検査目的血管まで操作し、造影剤を注入させながら、X線撮影を行って、血管の走行、血流の流

れを見るもの。

第2 住民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成す

るためにとるべき措置

1 医療サービス

(1) 緊急性の高い脳疾患や地域に不足している内科疾患における二次救急医療の提供

現在、西都児湯医療圏からは約4割の患者が圏外へ流出していることから、地域の

医療機関と連携を図り、役割分担をしながら医療圏内で完結できる診療体制の実現を

目指す。

特に高齢者に多くかつ緊急性の高い脳卒中等の脳疾患患者について、ＭＲＩ装置や

ＤＳＡ装置といった高度医療機器を備える法人が積極的に受け入れ、また呼吸器及び

消化器領域の内科疾患についても、専門性を活かして高度な医療を提供する。

◆ＭＲＩ（ Magnetic Resonanse Imaging）装置

磁気共鳴画像診断装置の略称。強い磁石と電波を使い、体内の状態を断面像として描写する装置で、

Ｘ線を使わないため被ばくの心配がない。

◆ＤＳＡ（ digital subtraction angiography）装置

血管造影検査装置の略称。透視装置を見ながら、腕、太ももの付け根から、挿入した細い管（カテ

ーテル）先端を検査目的血管まで操作し、造影剤を注入させながら、X線撮影を行って、血管の走行、

血流の流れを見るもの。カテーテルという細い管を手足の血管から挿入し、目的血管まで進めて造影

剤を注入することで血管の走行、形態を観察することができる。
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（注）平成26年度は、医療法人財団西都児湯医療センター実績値（以下同じ） （注）平成26年度は、医療法人財団西都児湯医療センター実績値（以下同じ）

◆t-PA （ tissue-plasminogen activator）治療

血栓を溶かす薬（t-PA：血栓溶解薬）を使って脳への血液の流れ（脳血流）を早期に回復させ、脳を

障害から救う治療法。

(2) 初期救急医療体制の維持及び充実

夜間急病センターを備える地域で唯一の医療機関として受け入れ時間の延長など、

地域住民のニーズに応えられるよう、医療職の確保とレベルアップを図り、地元医師

会をはじめとする地域の医療機関や宮崎大学からの支援協力をいただきながら、受入

体制の確実な維持・充実に努める。

また、法人での対応が困難な高度救急については、宮崎大学医学部附属病院や県立

宮崎病院をはじめとする圏外の二次・三次救急病院と緊密に連携し、必要な処置及び

診断を行ったうえで搬送することにより、迅速かつ適切な対応を行う。

(2) 初期救急医療体制の維持及び充実

夜間急病センターを備える地域で唯一の医療機関として受け入れ時間の延長など、

地域住民のニーズに応えられるよう、医療職の確保とレベルアップを図り、地元医師

会をはじめとする地域の医療機関や宮崎大学からの支援協力をいただきながら、受入

体制の確実な維持・充実に努める。

また、法人での対応が困難な高度救急については、宮崎大学医学部附属病院や県立

宮崎病院をはじめとする圏外の二次・三次救急病院と緊密に連携し、必要な処置及び

診断を行ったうえで搬送することにより、迅速かつ適切な対応を行う。

指標 平成26年度実績 平成30年度目標

手術件数 95件 100件

血管内治療件数 20件 25件

t-PA件数 11件 20件

内視鏡検査件数 98件 150件

指標 平成26年度実績 平成30年度目標

手術件数（ 件 ） 95件 95 100件

血管内治療件数（ 件 ） 20件 20 25件

t-PA治療件数（ 件 ） 11件 20件

内視鏡検査件数（ 件 ） 98件 150件

指標 平成26年度実績 平成30年度目標

救急車搬送件数 722件 900件 指標 平成26年度実績 平成30年度目標

救急車搬入送件数（ 件 ） 722件 900件
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(3) 医療連携の推進

地域の医療機関からの患者紹介を積極的に受け入れ、急性期医療を担う地域の中核病

院としての役割を果たすとともに、充実した医療設備や手厚い看護体制によって患者

の症状の安定化を図る。さらに、地域の医療機関若しくは高齢者施設との適切な役割

分担のもとで患者のスムーズな受渡しを行い、紹介率及び逆紹介率の向上を図る。

◆紹介率：（文書による紹介患者数＋救急用自動車による搬入患者数）÷初診患者数

◆逆紹介率：逆紹介患者数÷初診患者数

(3) 医療連携の推進

地域の医療機関からの患者紹介を積極的に受け入れ、急性期医療を担う地域の中核病

院としての役割を果たすとともに、充実した医療設備や手厚い看護体制によって患者

の症状の安定化を図る。さらに、地域の医療機関若しくは高齢者施設との適切な役割

分担のもとで患者のスムーズな受渡しを行い、紹介率及び逆紹介率の向上を図る。

◆紹介率：（文書による紹介患者数＋救急用自動車による搬入患者数）÷初診患者数×１００

◆逆紹介率：逆紹介患者数÷初診患者数×１００

(4) 地域災害拠点病院としての役割

西都児湯医療圏の地域災害拠点病院として、災害発生時やその他の緊急時において、

自治体の要請に応じ患者の受入れやスタッフの派遣に適切に対応できる体制の整備を

進める。

また、災害発生時等に万全な対応を図ることができるよう、院内災害対応マニュア

ルの整備や必要物品等の確保、他の二次医療機関をはじめとする関係医療機関との連

携訓練の実施や広域災害対応訓練等への参加を通して、人材の育成に努める。特に、

重要な役割を担う災害派遣医療チーム（DMAT）の派遣先での活動、他の災害派遣医療

チームの受入れなど円滑な実施が図られるよう努める。

(4) 地域災害拠点病院としての役割

西都児湯医療圏の地域災害拠点病院として、災害発生時やその他の緊急時において、

自治体の要請に応じ患者の受入れやスタッフの派遣に適切に対応できる体制の整備を

進める。

また、災害発生時等に万全な対応を図ることができるよう、院内災害対応マニュアル

の整備や必要物品等の確保、他の二次医療機関をはじめとする関係医療機関との連携

訓練の実施や広域災害対応訓練等への参加を通して、人材の育成に努める。特に、重

要な役割を担う災害派遣医療チーム（DMAT）の派遣先での活動、他の災害派遣医療チ

ームの受入れなど円滑な実施が図られるよう努める。

指標 平成26年度実績 平成30年度目標

紹介率 29% 30%以上

逆紹介率 30% 30%以上

指標 平成26年度実績 平成30年度目標

紹介率（％） 29% 31 30%以上

逆紹介率（％） 30% 31 30%以上
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◆DMAT （ Disaster Medical Assistance Team）

専門的な訓練を受けた医師、看護師、業務調査員（医師・看護師以外の医療職及び事務職員）などから

構成され、大規模災害や多傷病者が発生した事故などの現場において急性期（おおむね48時間以内）に

活動できる機敏性を持った医療チーム。

2 医療の質の向上

(1) 医療職の確保

急性期医療を担う地域の中核病院として地域医療の水準の維持向上を図るため、医

師会などの関係機関・団体や大学などの教育機関との連携強化を図り、医師を始めと

した医療職の確保に努める。

また、院内における教育研修制度の充実や就労環境の向上、医師の負担軽減策の実

施によって優秀な医師の確保に努めるとともに、質の高い看護を提供するため優秀な

看護師の確保に努め、適切な看護体制を維持する。

2 医療の質の向上

(1) 医療職の確保

急性期医療を担う地域の中核病院として地域医療の水準の維持向上を図るため、医

師会などの関係機関・団体や大学などの教育機関との連携強化を図り、医師を始めと

した医療職の確保に努める。

また、院内における教育研修制度の充実や就労環境の向上、医師の負担軽減策の実

施によって優秀な医師の確保に努めるとともに、質の高い看護を提供するため優秀な

看護師の確保に努め、適切な看護体制を維持する。

(2) 医療安全対策の徹底

患者や職員に関する安全の確保のため、医療安全に関する情報の収集や分析を行い、

医療安全策の徹底に努める。また、予防策を徹底し、各種の感染症に対して適切に対

応し、患者の安全や職員の健康を確保するとともに、院内感染の防止に努める。

(2) 医療安全対策の徹底

患者や職員に関する安全の確保のため、医療安全に関する情報の収集や分析を行い、

医療安全策の徹底に努める。また、予防策を徹底し、各種の感染症に対して適切に対

応し、患者の安全や職員の健康を確保するとともに、院内感染の防止に努める。

指標 平成26年度実績 平成30年度目標

常勤医師数 3名 5名

看護師数 49名 56名

指標 平成26年度実績 平成30年度目標

常勤医師数（名） 3名 5名

看護師数（名） 49名 56名
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(3) クリニカルパス導入の推進

クリニカルパス（病気ごとに、治療や検査、看護ケアなどの内容及びタイムスケジ

ュールを一覧表に表したもので、医療連携の標準化、効率化等に資する入院診療計画

書）の作成及び入院患者への適用によって、一貫性のある医療を提供し、治療効果の

向上を図る。

また、脳疾患領域においては脳卒中地域連携クリニカルパスの作成及び運用に向け

た検討に着手し、地域の医療機関との情報共有やスムーズな患者の受け渡しによる切

れ目のない医療の提供の実現を目指す。

(3) クリニカルパス導入の推進

クリニカルパス（病気ごとに、治療や検査、看護ケアなどの内容及びタイムスケジ

ュールを一覧表に表したもので、医療連携の標準化、効率化等に資する入院診療計画

書）の作成及び入院患者への適用によって、一貫性のある医療を提供し、治療効果の

向上を図る。

また、脳疾患領域においては脳卒中地域連携クリニカルパスの作成及び運用に向け

た検討に着手し、地域の医療機関との情報共有やスムーズな患者の受け渡しによる切

れ目のない医療の提供の実現を目指す。

指標 平成26年度実績 平成30年度目標

安全管理委員会開催数 12回 12回

院内医療安全研修会回数 6回 6回

院内感染対策委員会開催数 12回 12回

院内感染研修会回数 2回 2回

院外研修への参加回数 8回 8回

指標 平成26年度実績 平成30年度目標

安全管理委員会開催数（ 回 ） 12回 12回

院内医療安全研修会回数（ 回 ） 46回 46回

院内感染対策委員会開催数（ 回 ） 12回 12回

院内感染研修会回数（ 回 ） 2回 2回

院外研修への参加回数（ 回 ） 8回 8回

指標 平成26年度実績 平成30年度目標

クリニカルパス数 ３種類 １０種類

指標 平成26年度実績 平成30年度目標

クリニカルパス数（種類） ３種類 １０種類

地域連携クリニカルパス数（種類） ０ １
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(4) 高度医療機器等の計画的な更新・整備

法人に求められる高度で質の高い医療を切れ目なく提供できるように、高度医療機

器の整備計画を作成し、計画的な整備・更新を行う。なお、高額機器導入等について

は、リース契約等の検討を行うなど、経営に配慮した計画とする。

(4) 高度医療機器等の計画的な更新・整備

法人に求められる高度で質の高い医療を切れ目なく提供できるように、電子カルテシ

ステムの導入など、高度医療機器等の整備計画を作成し、計画的な整備・更新を行う。

なお、高額機器導入等については、リース契約等の検討を行うなど、経営に配慮した

計画とする。

(5) 研修制度の確立

ア 医師

医療水準を向上させるため、地域医療に貢献できる医師の確保に努めるとともに、

専門医、認定医の資格取得に向けた活動や学会等への参加を可能とする支援体制を整

備し、教育・研修体制の充実等に取り組む。

イ 看護師

中堅看護師から新人看護師へのスキル移管を積極的に行うとともに、認定看護師等の

資格取得等を支援する体制など、教育・研修システムを整備する。また、年間の研修

計画を策定し、計画に基づいた確実な実行とともに、職員の意識向上を図る。

ウ その他医療職

その他医療職については、部門間の情報共有や連携強化に取り組むとともに、専門

性向上のための資格取得等を支援する体制を整備し、地域医療に必要な専門性や医療

技術の向上を図る。

(5) 研修制度の確立

ア 医師

医療水準を向上させるため、地域医療に貢献できる医師の確保に努めるとともに、

専門医、認定医の資格取得に向けた活動や学会等への参加を可能とする支援体制を整

備し、教育・研修体制の充実等に取り組む。

イ 看護師

中堅看護師から新人看護師へのスキル移管を積極的に行うとともに、認定看護師等の

資格取得等を支援する体制など、教育・研修システムを整備する。また、年間の研修

計画を策定し、計画に基づいた確実な実行とともに、職員の意識向上を図る。

ウ その他医療職

その他医療職については、部門間の情報共有や連携強化に取り組むとともに、専門

性向上のための資格取得等を支援する体制を整備し、地域医療に必要な専門性や医療

技術の向上を図る。
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エ 事務職

事務職については、診療報酬改定など外部環境の変化に対応できる人材を育成する

ため、外部研修等を受講するとともに、医療経営や病院運営に関する知識や経験を蓄

積し、今後の改善につなげるための院内の勉強会等を適宜計画し実施する。

エ 事務職

事務職については、診療報酬改定など外部環境の変化に対応できる人材を育成する

ため、外部研修等を受講するとともに、医療経営や病院運営に関する知識や経験を蓄

積し、今後の改善につなげるための院内の勉強会等を適宜計画し実施する。

（注）専門医、認定医等資格取得数は、平成27年4月1日現在で在籍する常勤医師の保有資格数。

3 患者サービスの向上

(1) 患者中心の医療の提供

患者やその家族が治療内容を十分に理解し、納得した上で患者に合った治療方法を

選択できるようインフォームド・コンセント（患者やその家族が自ら受ける治療の内

容に納得し、自分に合った治療法を選択できるような説明を受けたうえでの同意をい

う。）を徹底し、患者の意思を尊重し、信頼を得られる医療を提供する。

また、患者が他の医療機関でのセカンド・オピニオン（診断や治療方針について主

治医以外の医師から意見を聴くことをいう。）を希望する場合は適切に対応する。

3 患者サービスの向上

(1) 患者中心の医療の提供

患者やその家族が治療内容を十分に理解し、納得した上で患者に合った治療方法を

選択できるようインフォームド・コンセント（患者やその家族が自ら受ける治療の内

容に納得し、自分に合った治療法を選択できるような説明を受けたうえでの同意をい

う。）を徹底し、患者の意思を尊重し、信頼を得られる医療を提供する。

また、患者が他の医療機関でのセカンド・オピニオン（診断や治療方針について主治

医以外の医師から意見を聴くことをいう。）を希望する場合は適切に対応する。

指標 平成26年度実績 平成30年度目標

専門医、認定医等資格取得数 5 7

認定看護師資格取得数 0名 2名

その他医療職による外部研修 29回 30回

事務職による院内勉強会開催 1回 3回

指標 平成26年度実績 平成30年度目標

専門医、認定医等資格取得数 5 7

認定看護師資格取得者数（ 名 ） 0名 2名

その他医療職による外部研修（ 回 ） 29回 30回

事務職による院内勉強会開催（ 回 ） 1回 3回
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(2) 快適性の向上

患者やその家族などの病院利用者がより快適に過ごせるよう、病室や待合スペース

などの院内環境の整備を行い、必要に応じて改善策を講じる。

待ち時間については、患者の流れの見直しや業務の改善に取り組み、その短縮に努め

る。

また、退院時アンケートなどを実施して患者ニーズを正確に把握し、改善に取り組

む。

(2) 快適性の向上

患者やその家族などの病院利用者がより快適に過ごせるよう、病室や待合スペース

などの院内環境の整備を行い、必要に応じて改善策を講じる。

待ち時間については、患者の流れの見直しや業務の改善に取り組み、その短縮に努め

る。

また、退院時アンケートなどを実施して患者ニーズを正確に把握し、改善に取り組む

(3) 相談窓口の設置及び情報発信

患者相談窓口を設置して人員を適切に配置し、患者やその家族からの疾病や治療に

関する相談をはじめ、転院若しくは退院後の療養や介護支援など、様々な相談に適切

に対応できる体制を整備する。

また、ホームページの充実を図るなど多様な媒体を活用し、地方独立行政法人化の

目的や法人が提供するサービスの情報を分かりやすく発信するとともに、地域の医療

機関等との連携や役割分担について積極的に情報を提供し、地域住民が納得のうえで

受診できる病院づくりに努める。

(3) 相談窓口の設置及び情報発信

患者相談窓口を設置して人員を適切に配置し、患者やその家族からの疾病や治療に

関する相談をはじめ、転院若しくは退院後の療養や介護支援など、様々な相談に適切

に対応できる体制を整備する。

また、ホームページの充実を図るなど多様な媒体を活用し、地方独立行政法人化の目

的や法人が提供するサービスの情報を分かりやすく発信するとともに、地域の医療機

関等との連携や役割分担について積極的に情報を提供し、地域住民が納得のうえで受

診できる病院づくりに努める。
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(4) 職員の接遇向上

全職員を対象とした接遇研修を計画的に実施し、接遇に対する知識や理解を深める

とともに、退院時アンケートを充実させ、その結果に応じた患者やその家族の立場に

立った誠意ある応対の実践により、病院全体で接遇の向上に努める。

(4) 職員の接遇向上

全職員を対象とした接遇研修を計画的に実施し、接遇に対する知識や理解を深めると

ともに、退院時アンケートを充実させ、その結果に応じた患者やその家族の立場に立

った誠意ある応対の実践により、病院全体で接遇の向上に努める

(5) 医療連携体制の充実

地域医療連携室を設置して人員を適切に配置し、法人が提供する医療機能と地域の

医療機関等との役割分担を明確にした上で、患者の診療状況等の情報を地域の医療機

関等と共有し、患者が安心できる安全な医療環境の整備に向けて病病・病診連携を積

極的に推進する。

(5) 医療連携体制の充実

地域医療連携室を設置して人員を適切に配置し、法人が提供する医療機能と地域の医

療機関等との役割分担を明確にした上で、患者の診療状況等の情報を地域の医療機関

等と共有し、患者が安心できる安全な医療環境の整備に向けて病病・病診連携を積極

的に推進する。

4 公的医療機関としての役割

大学医学部の臨床研修協力施設として、初期研修医の短期研修を行い、充実した教

育研修体制を確立することで、若手医師が将来戻ってきたいと感じることのできる病

院を構築し、将来にわたって地域医療の確保に努める。

4 公的医療機関としての役割

大学医学部の臨床研修協力施設として、初期研修医の短期研修を行い、充実した教育

研修体制を確立することで、若手医師が将来戻ってきたいと感じることのできる病院

を構築し、将来にわたって地域医療の確保に努める。

指標 平成26年度実績 平成30年度目標

院内接遇研修回数 0回 1回

院内接遇研修参加人数 0人 全職員

指標 平成26年度実績 平成30年度目標

院内接遇研修回数（ 回 ） 0回 1回

院内接遇研修参加人数（ 人 ） 0人 全職員
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5 法令遵守

医療法（昭和23年法律第205号）をはじめとする関係法令を遵守し、公的病院とし

ての行動規範と職業倫理を確立し、実践することにより、適正な業務運営を行う。

また、診療録（カルテ）等の個人情報については、西都市個人情報保護条例（平成

15年西都市条例第2号）に基づき、適正な情報取得を行い、個人の権利利益が侵害さ

れることがないよう保護管理するとともに、市の規程に準じて患者及びその家族等へ

の情報開示請求に対して適切に対応する。

5 法令遵守

医療法（昭和23年法律第205号）をはじめとする関係法令を遵守し、公的病院とし

ての行動規範と職業倫理を確立し、実践することにより、適正な業務運営を行う。

また、診療録（カルテ）等の個人情報については、西都市個人情報保護条例（平成15

年西都市条例第2号）に基づき、適正な情報取得を行い、個人の権利利益が侵害され

ることがないよう保護管理するとともに、市の規程に準じて患者及びその家族等への

情報開示請求に対して適切に対応する。

第3 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置

1 法人運営管理体制の確立

法人の運営については、医療環境の変化に迅速かつ的確に対応するため、理事長及

び理事で構成する理事会を中心とした法人組織体制を整備する。また、法人の諸規程

を整備し、権限と責任に基づいた弾力的な運営のもと、効率的かつ効果的な運営管理

体制を確立する。

さらに、中期計画及び年度計画の着実な達成に向けて、毎月の収支報告及び各診療

科・部門の業績を集計し、計画の進捗状況を把握できる体制を整備する。

第3 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置

1 法人運営管理体制の確立

法人の運営については、医療環境の変化に迅速かつ的確に対応するため、理事長及

び理事で構成する理事会を中心とした法人組織体制を整備する。また、法人の諸規程

を整備し、権限と責任に基づいた弾力的な運営のもと、効率的かつ効果的な運営管理

体制を確立する。

さらに、中期計画及び年度計画の着実な達成に向けて、毎月の収支報告及び各診療科・

部門の業績を集計し、計画の進捗状況を把握できる体制を整備する。し、中期計画及

び年度計画の着実な達成を図る。

2 業務運営の改善と効率化

(1) 予算の弾力化

中期計画の枠内で、適切な権限に基づく会計制度を活用して弾力的な予算執行を行

2 業務運営の改善と効率化

(1) 予算の弾力化

中期計画の枠内で、適切な権限に基づく会計制度を活用して弾力的な予算執行を行

-
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0
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(2) 適切かつ弾力的な人員配置

中期計画の着実な達成に向けて計画的で適正な人員配置を行うとともに、高度な専

門知識と技術に支えられた良質で安全な医療を提供するため、柔軟な人事管理制度に

よって、診療報酬改定などの外部環境の変化に応じて医師をはじめとする職員を適切

かつ弾力的に配置する。

また、二交代制や短時間勤務など柔軟で多様な勤務体系を検討するなど、女性医師

や看護師等が働きやすい環境づくりを進め、診療体制の充実に必要な人員の確保に努

める。

(2) 適切かつ弾力的な人員配置

中期計画の着実な達成に向けて計画的で適正な人員配置を行うとともに、高度な専

門知識と技術に支えられた良質で安全な医療を提供するため、柔軟な人事管理制度に

よって、診療報酬改定などの外部環境の変化に応じて医師をはじめとする職員を適切

かつ弾力的に配置する。

また、二交代制や短時間勤務など柔軟で多様な勤務体系を検討するなど、女性医師や

看護師等が働きやすい環境づくりを進め、診療体制の充実に必要な人員の確保に努め

る。

うことにより、医療環境の変化に迅速かつ柔軟に対応する。

また、契約手法の多様化や徹底した価格交渉など効率的かつ効果的な予算執行にも

努める。

うことにより、医療環境の変化に迅速かつ柔軟に対応する。

また、契約手法の多様化や徹底した価格交渉など効率的かつ効果的な予算執行にも努

める。

(3) 人事評価制度の構築に向けた検討

職員のモチベーション向上につながるように、職員の努力が適正に評価され、業績

や能力を的確に反映できる公正で客観的な人事評価制度の構築に向けた検討を行う。

(3) 人事評価制度の構築に向けた検討

職員のモチベーション向上につながるように、職員の努力が適正に評価され、業績や

能力を的確に反映できる公正で客観的な人事評価制度の構築に向けた検討を行う。

-
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第4 財政内容の改善に関する目標を達成するためにとるべき措置

1 持続可能な経営基盤の確立

(1) 収入の確保

地域の医療機関との連携強化に伴う診療機能の明確化や診療報酬改定への迅速かつ

的確な対応により、収入の維持・増加を図る。

また、請求漏れや査定減を防止するとともに、未収金発生の防止や未収金が発生し

た場合の原因分析の徹底と対策、未収金回収の強化に取り組む。

第4 財政内容の改善に関する目標を達成するためにとるべき措置

1 持続可能な経営基盤の確立

(1) 収入の確保

地域の医療機関との連携強化に伴う診療機能の明確化や診療報酬改定への迅速かつ

的確な対応により、収入の維持・増加を図る。

また、請求漏れや査定減を防止するとともに、未収金発生の防止や未収金が発生し

た場合の原因分析の徹底と対策、未収金回収の強化に取り組む。

さらに、医療の標準化を進め、より適切な医療を提供しながら収益の確保を図るた

め、急性期病院として必要なＤＰＣ（診断群分類包括評価）の導入に向けた検討をす

すめる。

◆ＤＰＣ（ Diagnosis Procedure Combination ）

日本における医療費の定額支払い制度に使われる評価方法。これに基づく医療費は、診療行為ごとの点

数をもとに計算する「出来高払い方式」とは異なり、入院期間中に治療した病気の中で最も医療資源を投

入した一疾患のみに厚生労働省が定めた1日当たりの定額の点数からなる包括評価部分（入院基本料、検

査、投薬、注射、画像診断等）と、従来どおりの出来高評価部分（手術、胃カメラ、リハビリ等）を組み

合わせて計算する方式がとられる。

指標 平成26年度実績 平成30年度目標

入院

病床利用率 43.6％ 54.9％

新規入院患者数 829人 1,030人

平均在院日数 15.5日 18日以下

外来
1日あたり外来患者

数
36.9人 51人

指標 平成26年度実績 平成30年度目標

入院

病床利用率（ ％ ） 43.6％ 54.9％

新規入院患者数（ 人 ） 829人 1,030人

平均在院日数（ 日 ） 1615.5日 18日以下

外来 1日あたり外来患者数（ 人 ） 36.9人 51人

-
 1

2
 -



(2) 支出の節減

医薬品及び診療材料等については、調達にかかる費用削減のため徹底した価格交渉

の実施、ジェネリック医薬品の使用拡大等を図る。医療機器の購入や委託契約等につ

いては、購入費用とランニングコストとの総合的評価の導入、業務内容の見直し、複

数年契約の導入などにより、費用の削減を図る。

(2) 支出の節減

医薬品及び診療材料等については、調達にかかる費用削減のため徹底した価格交渉の

実施、ジェネリック医薬品の使用拡大等を図る。医療機器の購入や委託契約等につい

ては、購入費用とランニングコストとの総合的評価の導入、業務内容の見直し、複数

年契約の導入などにより、費用の削減を図る。

◆ジェネリック医薬品（ 後発医薬品 ）

先発医薬品と同一の有効成分を同一量含み、同一経路から投与する製剤で、効能・効果、用法・用量

が原則として同一であり、先発医薬品と同等の臨床効果・作用が得られる医薬品。研究開発に要する費

用が低く抑えられることから、先発医薬品に比べて薬価が安くなっている。

◆ジェネリック医薬品採用率：ジェネリック医薬品の数量÷（ジェネリック医薬品のある先発医薬品

の数量＋ジェネリック医薬品の数量）×１００

指標 平成26年度実績 平成30年度目標

ジェネリック医薬品採用率（ ％ ） 32.5 50
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(3) 役割と負担の明確化

市からの要請等に基づき提供する政策的医療のうち、効率的な経営を行ってもなお

不採算となる部門の経費については、運営費負担金として市からの経費負担があるが、

それ以外の事業経費については、法人の事業経営に伴う収入をもって充てなければな

らない。従って、法人が健全な経営を継続していくために取り組むべき課題を明確に

し、その課題解決に向けた計画的な取組みを進めることで、経営基盤の安定と強化を

図る。

(3) 役割と負担の明確化

市からの要請等に基づき提供する政策的医療のうち、効率的な経営を行ってもなお

不採算となる部門の経費については、運営費負担金として市からの経費負担があるが、

それ以外の事業経費については、法人の事業経営に伴う収入をもって充てなければな

らない。従って、法人が健全な経営を継続していくために取り組むべき課題を明確に

し、その課題解決に向けた計画的な取組みを進めることで、経営基盤の安定と強化を

図る。

◆医業収支比率：（ 医業収益÷医業費用 ）×１００

第5 予算（人件費の見積りを含む）、収支計画及び資金計画

1 予算（平成28年度から平成30年度まで）

※別途作成

第5 予算（人件費の見積りを含む）、収支計画及び資金計画

1 予算（平成28年度から平成30年度まで）

※別途作成

2 収支計画（平成28年度から平成30年度まで）

※別途作成

2 収支計画（平成28年度から平成30年度まで）

※別途作成

3 資金計画（平成28年度から平成30年度まで）

※別途作成

3 資金計画（平成28年度から平成30年度まで）

※別途作成

指標 平成26年度実績 平成30年度目標

医業収支比率 88.62%

経常損益 24,430,000円

指標 平成26年度実績 平成30年度目標

医業収支比率（ ％ ） 93.21 88.62% 97.66

経常損益（千 円 ）
24,697

24,430,000円

99,032
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第6 短期借入金の限度額

1 限度額

200百万円

第6 短期借入金の限度額

1 限度額

200百万円

2 想定される短期借入金の発生事由

(1) 業績手当（賞与）の支給等による一時的な資金不足への対応

(2) 予定外の退職者の発生に伴う退職手当の支給等、偶発的な出費への対応

2 想定される短期借入金の発生事由

(1) 業績手当（賞与）の支給等による一時的な資金不足への対応

(2) 予定外の退職者の発生に伴う退職手当の支給等、偶発的な出費への対応

第7出資等に係る不要財産又は出資等に係る不要財産となることが見込まれる財産が

ある場合には、当該財産の処分に関する計画

なし

第7 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画

なし

第87 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画

なし

第8 剰余金の使途

計画期間中の毎事業年度の決算において剰余を生じた場合は、医療サービスの充実

や病院施設の整備・改修、医療機器の購入、長期借入金の償還、教育・研修体制の充

実、組織運営の向上策等に充てる。

第98 剰余金の使途

計画期間中の毎事業年度の決算において剰余を生じた場合は、医療サービスの充実や

病院施設の整備・改修、医療機器の購入、長期借入金の償還、教育・研修体制の充実、

組織運営の向上策等に充てる。

第9 料金に関する事項

1 診療料金等

病院の診療料金及びその他諸料金は次に定める額とする。

(1) 診療料金及びその他諸料金の額は、健康保険法（大正11年法律第70号）、高齢

第109 料金に関する事項

1 診療料金等

病院の診療料金及びその他諸料金は次に定める額とする

(1) 診療料金及びその他諸料金の額は、健康保険法（大正11年法律第70号）、高齢

-
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者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号）、その他の法令等により算

定した額とする。

(2) 前号の規定によらない料金は、理事長が別に定める

(3) 消費税法（昭和63年法律第108号）及び地方税法（昭和25年法律第226号）の

規定により消費税及び地方消費税が課せられる場合にあっては、前各号の料金につ

いて当該各号に規定する額に、消費税及び地方消費税の合計額に相当する額を加算

した額とする。この場合において、料金の額に1円未満の端数があるときは、これ

を切り捨てるものとする。

者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号）、その他の法令等により算

定した額とする。

(2) 前号の規定によらない料金は、理事長が別に定める

(3) 消費税法（昭和63年法律第108号）及び地方税法（昭和25年法律第226号）の

規定により消費税及び地方消費税が課せられる場合にあっては、前各号の料金に

ついて当該各号に規定する額に、消費税及び地方消費税の合計額に相当する額を

加算した額とする。この場合において、料金の額に1円未満の端数があるときは、

これを切り捨てるものとする。

2 料金の減免

理事長は、特別の理由があると認めるときは、別に定めるところにより料金を減免

することができる。

2 料金の減免

理事長は、特別の理由があると認めるときは、別に定めるところにより料金を減免す

ることができる。

3 その他

前２項に定めるもののほか、料金に関して必要な事項は、理事長が別に定める。

3 その他

前２項に定めるもののほか、料金に関して必要な事項は、理事長が別に定める。

第10 その他西都市の規則で定める業務運営等に関する事項

1 施設及び設備に関する計画（平成28年度から平成30年度まで）

第1110 その他西都市の規則で定める業務運営等に関する事項

1 施設及び設備に関する計画（平成28年度から平成30年度まで）

（注）医療機器等の整備・更新はリース契約を予定している。

施設及び設備の内容 予 定 額

病院施設・設備の整備

医療機器等の整備・更新

施設及び設備の内容 予 定 額

病院施設・設備の整備（千 円 ） 0

医療機器等の整備・更新（千 円 ） 77,794
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2 法第40条第４項の規定により業務の財源に充てることができる積立金の処分に関す

る計画

なし

2 法第40条第４項の規定により業務の財源に充てることができる積立金の処分に関す

る計画

なし

3 その他法人の業務運営に関し必要な事項

(1) 施設の維持

昭和55年に開設した建物は、耐用年数を過ぎた設備が多く、老朽化が進んでいる。

地域住民に安全で安心な医療を提供するため、必要な整備を把握して安全な施設維持

を行う。

3 その他法人の業務運営に関し必要な事項

(1) 施設の維持

昭和55年に開設した建物は、耐用年数を過ぎた設備が多く、老朽化が進んでいる。地

域住民に安全で安心な医療を提供するため、必要な整備を把握して安全な施設維持を

行う。

第11 その他業務運営に関する重要目標を達成するためとるべき事項

1 病院施設整備に向けた取組み

地域医療の安定的な提供において法人が担っていくべき役割及び機能を明確にし、

市が取り組む新病院建設の必要性を含めた施設整備に関する検討に積極的に参画す

る。

第1211 その他業務運営に関する重要目標を達成するためとるべき事項

1 病院施設整備に向けた取組み

地域医療の安定的な提供において法人が担っていくべき役割及び機能を明確にし、市

が取り組む新病院建設の必要性を含めた施設整備に関する検討に積極的に参画する

-
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地方独立行政法人西都児湯医療センター 中期計画（案）

前文

地方独立行政法人西都児湯医療センター（以下｢法人｣という。）は、地域に必要

な救急医療体制を備えた病院として、地域住民への安心・安全な医療の提供及び健

康の保持を図る使命を確実に果たすため、地域の医療機関や関係機関・団体と連携

しつつ、公的医療機関として安定的かつ継続的な運営を目指す。

そこで、西都市長から示された中期目標を達成するため、以下の中期計画を作成

する。

第１ 中期計画の期間

平成28年4月1日から平成31年3月31日までの3年間とする。

第２ 住民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成

するためにとるべき措置

１ 医療サービス

⑴ 緊急性の高い脳疾患や地域に不足している内科疾患における二次救急医療

の提供

現在、西都児湯医療圏からは約4割の患者が圏外へ流出していることから、

地域の医療機関と連携を図り、役割分担をしながら医療圏内で完結できる診

療体制の実現を目指す。

特に高齢者に多くかつ緊急性の高い脳卒中等の脳疾患患者について、ＭＲ

Ｉ装置やＤＳＡ装置といった高度医療機器を備える法人が積極的に受け入れ、

また呼吸器及び消化器領域の内科疾患についても、専門性を活かして高度な

医療を提供する。

◆ＭＲＩ（Magnetic Resonance Imaging）装置
磁気共鳴画像診断装置の略称。強い磁石と電波を使い、体内の状態を断面像とし

て描写する装置で、Ｘ線を使わないため被ばくの心配がない。

◆ＤＳＡ（Digital Subtraction Angiography）装置
血管造影検査装置の略称。カテーテルという細い管を手足の血管から挿入し、目

的血管まで進めて造影剤を注入することで血管の走行、形態を観察することができ

る。
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指標 平成26年度実績 平成30年度目標

手術件数（件） 95 95

血管内治療件数（件） 20 20

t-PA治療件数（件） 11 20

内視鏡検査件数（件） 98 150

（注）平成26年度は、医療法人財団西都児湯医療センター実績値（以下同じ）

◆ t-PA（Digital Subtraction Angiography）治療
血栓を溶かす薬（t-PA：血栓溶解薬）を使って脳への血液の流れ（脳血流）を早
期に回復させ、脳を障害から救う治療法。

⑵ 初期救急医療体制の維持及び充実

夜間急病センターを備える地域で唯一の医療機関として受け入れ時間の延

長など、地域住民のニーズに応えられるよう、医療職の確保とレベルアップ

を図り、地元医師会をはじめとする地域の医療機関や宮崎大学からの支援協

力をいただきながら、受入体制の確実な維持・充実に努める。

また、法人での対応が困難な高度救急については、宮崎大学医学部附属病

院や県立宮崎病院をはじめとする圏外の二次・三次救急病院と緊密に連携し、

必要な処置及び診断を行ったうえで搬送することにより、迅速かつ適切な対

応を行う。

指標 平成26年度実績 平成30年度目標

救急車搬入件数（件） 722 900

⑶ 医療連携の推進

地域の医療機関からの患者紹介を積極的に受け入れ、急性期医療を担う地

域の中核病院としての役割を果たすとともに、充実した医療設備や手厚い看

護体制によって患者の症状の安定化を図る。さらに、地域の医療機関若しく

は高齢者施設との適切な役割分担のもとで患者のスムーズな受渡しを行い、

紹介率及び逆紹介率の向上を図る。

指標 平成26年度実績 平成30年度目標

紹介率（％） 29 31以上

逆紹介率（％） 30 31以上

◆紹介率：（文書による紹介患者数＋救急用自動車による搬入患者数）÷初診患者数×100

◆逆紹介率：逆紹介患者数÷初診患者数×100

⑷ 地域災害拠点病院としての役割

西都児湯医療圏の地域災害拠点病院として、災害発生時やその他の緊急時
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において、自治体の要請に応じ患者の受入れやスタッフの派遣に適切に対応

できる体制の整備を進める。

また、災害発生時等に万全な対応を図ることができるよう、院内災害対応

マニュアルの整備や必要物品等の確保、他の二次医療機関をはじめとする関

係医療機関との連携訓練の実施や広域災害対応訓練等への参加を通して、人

材の育成に努める。特に、重要な役割を担う災害派遣医療チーム（ＤＭＡ

Ｔ）の派遣先での活動、他の災害派遣医療チームの受入れなど円滑な実施が

図られるよう努める。

◆ DMAT（Disaster Medical Assistance Team）
専門的な訓練を受けた医師、看護師、業務調査員（医師・看護師以外の医療職及

び事務職員）などから構成され、大規模災害や多傷病者が発生した事故などの現場

において急性期（おおむね48時間以内）に活動できる機敏性を持った医療チーム。

２ 医療の質の向上

⑴ 医療職の確保

急性期医療を担う地域の中核病院として地域医療の水準の維持向上を図る

ため、医師会などの関係機関・団体や大学などの教育機関との連携強化を図

り、医師を始めとした医療職の確保に努める。

また、院内における教育研修制度の充実や就労環境の向上、医師の負担軽

減策の実施によって優秀な医師の確保に努めるとともに、質の高い看護を提

供するため優秀な看護師の確保に努め、適切な看護体制を維持する。

指標 平成26年度実績 平成30年度目標

常勤医師数（名） 3 5

看護師数（名） 49 56

⑵ 医療安全対策の徹底

患者や職員に関する安全の確保のため、医療安全に関する情報の収集や分

析を行い、医療安全策の徹底に努める。また、予防策を徹底し、各種の感染

症に対して適切に対応し、患者の安全や職員の健康を確保するとともに、院

内感染の防止に努める。

指標 平成26年度実績 平成30年度目標

安全管理委員会開催数（回） 12 12

院内医療安全研修会回数（回） 4 4

院内感染対策委員会開催数（回） 12 12

院内感染研修会回数（回） 2 2

院外研修への参加回数（回） 8 8
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⑶ クリニカルパス導入の推進

クリニカルパス（病気ごとに、治療や検査、看護ケアなどの内容及びタイ

ムスケジュールを一覧表に表したもので、医療連携の標準化、効率化等に資

する入院診療計画書）の作成及び入院患者への適用によって、一貫性のある

医療を提供し、治療効果の向上を図る。

また、脳疾患領域においては脳卒中地域連携クリニカルパスの作成及び運

用に向けた検討に着手し、地域の医療機関との情報共有やスムーズな患者の

受け渡しによる切れ目のない医療の提供の実現を目指す。

指標 平成26年度実績 平成30年度目標

クリニカルパス数（種類） 3 10

地域連携クリニカルパス数（種類） 0 1

⑷ 高度医療機器等の計画的な更新・整備

法人に求められる高度で質の高い医療を切れ目なく提供できるように、電

子カルテシステムの導入など、高度医療機器等の整備計画を作成し、計画的

な整備・更新を行う。なお、高額機器導入等については、リース契約等の検

討を行うなど、経営に配慮した計画とする。

⑸ 研修制度の確立

ア 医師

医療水準を向上させるため、地域医療に貢献できる医師の確保に努める

とともに、専門医、認定医の資格取得に向けた活動や学会等への参加を可

能とする支援体制を整備し、教育・研修体制の充実等に取り組む。

イ 看護師

中堅看護師から新人看護師へのスキル移管を積極的に行うとともに、認

定看護師等の資格取得等を支援する体制など、教育・研修システムを整備

する。また、年間の研修計画を策定し、計画に基づいた確実な実行ととも

に、職員の意識向上を図る。

ウ その他医療職

その他医療職については、部門間の情報共有や連携強化に取り組むとと

もに、専門性向上のための資格取得等を支援する体制を整備し、地域医療

に必要な専門性や医療技術の向上を図る。

エ 事務職

事務職については、診療報酬改定など外部環境の変化に対応できる人材

を育成するため、外部研修等を受講するとともに、医療経営や病院運営に

関する知識や経験を蓄積し、今後の改善につなげるための院内の勉強会等

を適宜計画し実施する。
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指標 平成26年度実績 平成30年度目標

専門医、認定医等資格取得数 5 7

認定看護師資格取得者数（名） 0 2

その他医療職による外部研修（回） 29 30

事務職による院内勉強会開催（回） 1 3

（注）専門医、認定医等資格取得数は、27年4月1日現在で在籍している常勤医師の保

有資格数

３ 患者サービスの向上

⑴ 患者中心の医療の提供

患者やその家族が治療内容を十分に理解し、納得した上で患者に合った治

療方法を選択できるようインフォームド・コンセント（患者やその家族が自

ら受ける治療の内容に納得し、自分に合った治療法を選択できるような説明

を受けたうえでの同意をいう。）を徹底し、患者の意思を尊重し、信頼を得

られる医療を提供する。

また、患者が他の医療機関でのセカンド・オピニオン（診断や治療方針に

ついて主治医以外の医師から意見を聴くことをいう。）を希望する場合は適

切に対応する。

⑵ 快適性の向上

患者やその家族などの病院利用者がより快適に過ごせるよう、病室や待合

スペースなどの院内環境の整備を行い、必要に応じて改善策を講じる。

待ち時間については、患者の流れの見直しや業務の改善に取り組み、その

短縮に努める。

また、退院時アンケートなどを実施して患者ニーズを正確に把握し、改善

に取り組む。

⑶ 相談窓口の設置及び情報発信

患者相談窓口を設置して人員を適切に配置し、患者やその家族からの疾病

や治療に関する相談をはじめ、転院若しくは退院後の療養や介護支援など、

様々な相談に適切に対応できる体制を整備する。

また、ホームページの充実を図るなど多様な媒体を活用し、地方独立行政

法人化の目的や法人が提供するサービスの情報を分かりやすく発信するとと

もに、地域の医療機関等との連携や役割分担について積極的に情報を提供し、

地域住民が納得のうえで受診できる病院づくりに努める。

⑷ 職員の接遇向上

全職員を対象とした接遇研修を計画的に実施し、接遇に対する知識や理解

を深めるとともに、退院時アンケートを充実させ、その結果に応じた患者や

その家族の立場に立った誠意ある応対の実践により、病院全体で接遇の向上

に努める。
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指標 平成26年度実績 平成30年度目標

院内接遇研修回数（回） 0 1

院内接遇研修参加人数（人） 0 全職員

⑸ 医療連携体制の充実

地域医療連携室を設置して人員を適切に配置し、法人が提供する医療機能

と地域の医療機関等との役割分担を明確にした上で、患者の診療状況等の情

報を地域の医療機関等と共有し、患者が安心できる安全な医療環境の整備に

向けて病病・病診連携を積極的に推進する。

４ 公的医療機関としての役割

大学医学部の臨床研修協力施設として、初期研修医の短期研修を行い、充実

した教育研修体制を確立することで、若手医師が将来戻ってきたいと感じるこ

とのできる病院を構築し、将来にわたって地域医療の確保に努める。

５ 法令遵守

医療法（昭和23年法律第205号）をはじめとする関係法令を遵守し、公的病

院としての行動規範と職業倫理を確立し、実践することにより、適正な業務運

営を行う。

また、診療録（カルテ）等の個人情報については、西都市個人情報保護条例

（平成15年西都市条例第2号）に基づき、適正な情報取得を行い、個人の権利

利益が侵害されることがないよう保護管理するとともに、市の規程に準じて患

者及びその家族等への情報開示請求に対して適切に対応する。

第３ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置

１ 法人運営管理体制の確立

法人の運営については、医療環境の変化に迅速かつ的確に対応するため、理

事長及び理事で構成する理事会を中心とした法人組織体制を整備する。また、

法人の諸規程を整備し、権限と責任に基づいた弾力的な運営のもと、効率的か

つ効果的な運営管理体制を確立する。

さらに、毎月の収支報告及び各診療科・部門の業績を集計し、計画の進捗状

況を把握できる体制を整備し、中期計画及び年度計画の着実な達成を図る。

２ 業務運営の改善と効率化

⑴ 予算の弾力化

中期計画の枠内で、適切な権限に基づく会計制度を活用して弾力的な予算

執行を行うことにより、医療環境の変化に迅速かつ柔軟に対応する。

また、契約手法の多様化や徹底した価格交渉など効率的かつ効果的な予算

執行にも努める。
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⑵ 適切かつ弾力的な人員配置

中期計画の着実な達成に向けて計画的で適正な人員配置を行うとともに、

高度な専門知識と技術に支えられた良質で安全な医療を提供するため、柔軟

な人事管理制度によって、診療報酬改定などの外部環境の変化に応じて医師

をはじめとする職員を適切かつ弾力的に配置する。

また、二交代制や短時間勤務など柔軟で多様な勤務体系を検討するなど、

女性医師や看護師等が働きやすい環境づくりを進め、診療体制の充実に必要

な人員の確保に努める。

⑶ 人事評価制度の構築に向けた検討

職員のモチベーション向上につながるように、職員の努力が適正に評価さ

れ、業績や能力を的確に反映できる公正で客観的な人事評価制度の構築に向

けた検討を行う。

第４ 財政内容の改善に関する目標を達成するためにとるべき措置

１ 持続可能な経営基盤の確立

⑴ 収入の確保

地域の医療機関との連携強化に伴う診療機能の明確化や診療報酬改定への

迅速かつ的確な対応により、収入の維持・増加を図る。

また、請求漏れや査定減を防止するとともに、未収金発生の防止や未収金

が発生した場合の原因分析の徹底と対策、未収金回収の強化に取り組む。

さらに、医療の標準化を進め、より適切な医療を提供しながら収益の確保

を図るため、急性期病院として必要なＤＰＣ（診断群分類包括評価）の導入

に向けた検討を進める。

◆ DPC（Diagnosis Procedure Combination）
日本における医療費の定額支払い制度に使われる評価方法。これに基づく医療費

は、診療行為ごとの点数をもとに計算する「出来高払い方式」とは異なり、入院期

間中に治療した病気の中で最も医療資源を投入した一疾患のみに厚生労働省が定め

た１日当たりの定額の点数からなる包括評価部分（入院基本料、検査、投薬、注射、

画像診断等）と、従来どおりの出来高評価部分（手術、胃カメラ、リハビリ等）を

組み合わせて計算する方式がとられる。

指標 平成26年度実績 平成30年度目標

病床利用率（％） 43.6 54.9

入院 新規入院患者数（人） 829 1,030

平均在院日数（人） 16 18以下

外来 1日あたり外来患者数（人） 36.9 51
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⑵ 支出の節減

医薬品及び診療材料等については、調達にかかる費用削減のため徹底した

価格交渉の実施、ジェネリック医薬品の使用拡大等を図る。医療機器の購入

や委託契約等については、購入費用とランニングコストとの総合的評価の導

入、業務内容の見直し、複数年契約の導入などにより、費用の削減を図る。

◆ジェネリック医薬品（後発医薬品）

先発医薬品と同一の有効成分を同一量含み、同一経路から投与する製剤で、効

能・効果、用法・用量が原則として同一であり、先発医薬品と同等の臨床効果・作

用が得られる医薬品。研究開発に要する費用が低く抑えられることから、先発医薬

品に比べて薬価が安くなっている。

指標 平成26年度実績 平成30年度目標

ジェネリック医薬品採用率（％） 32.5 50

◆ジェネリック医薬品採用率：ジェネリック医薬品の数量÷（ジェネリック医薬品の

ある先発医薬品の数量＋ジェネリック医薬品の数量）×100

⑶ 役割と負担の明確化

市からの要請等に基づき提供する政策的医療のうち、効率的な経営を行っ

てもなお不採算となる部門の経費については、運営費負担金として市からの

経費負担があるが、それ以外の事業経費については、法人の事業経営に伴う

収入をもって充てなければならない。従って、法人が健全な経営を継続して

いくために取り組むべき課題を明確にし、その課題解決に向けた計画的な取

組みを進めることで、経営基盤の安定と強化を図る。

指標 平成26年度実績 平成30年度目標

医業収支比率（％） 93.21 97.66

経常損益（千円） 24,697 99,032

◆医業収支比率：（医業収益÷医業費用）×100
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第５ 予算（人件費の見積りを含む）、収支計画及び資金計画

１ 予算（平成28年度から平成30年度まで）

（単位：千円）

区 分 金 額

収入

営業収益 3,309,127

医業収益 2,848,942

運営費負担金収益 357,216

その他営業収益 102,969

営業外収益 8,961

運営費負担金収益 0

その他営業外収益 8,961

資本収入 0

運営費負担金 0

長期借入金 0

その他資本収入 0

その他の収入 0

計 3,318,088

支出

営業費用 3,033,711

医業費用 2,918,146

給与費 1,668,394

材料費 701,786

経費 541,453

研究研修費 6,513

一般管理費 115,565

営業外費用 0

資本支出 0

建設改良費 0

償還金 0

その他資本支出 0

その他の支出 0

計 3,033,711

（注）計数は、端数をそれぞれ四捨五入している。

（注）期間中の診療報酬の改定、給与改定及び物価の変動は考慮していない。

【人件費の見積り】

期間中の総額1,772,087千円を見込む。

この額は、法人の役職員に係る報酬、基本給、諸手当、法定福利費及び退職

手当に相当するものである。

【運営費負担金の見積り】

運営費負担金については、毎年度総務省が発出する通知「地方公営企業繰出

金について」に準じた考え方により算定する。
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２ 収支計画（平成28年度から平成30年度まで）

（単位：千円）

区 分 金 額

収益の部 3,327,344

営業収益 3,317,200

医業収益 2,848,942

運営費負担金収益 357,216

補助金等収益 102,969

資産見返物品受贈額戻入 8,073

その他営業収益 0

営業外収益 8,961

運営費負担金収益 0

その他営業外収益 8,961

臨時利益 1,183

費用の部 3,064,247

営業費用 3,063,064

医業費用 2,946,115

給与費 1,687,108

材料費 701,786

経費 399,022

減価償却費 151,686

資産減耗費 0

研究研修費 6,513

一般管理費 116,949

営業外費用 0

臨時損失 1,183

純利益 263,097

目的積立金取崩額 0

総利益 263,097

（注）計数は、端数をそれぞれ四捨五入している。
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３ 資金計画（平成28年度から平成30年度まで）

（単位：千円）

区 分 金 額

資金収入 3,318,088

業務活動による収入 3,318,088

診療業務による収入 2,848,942

運営費負担金による収入 357,216

補助金等による収入 102,969

その他の業務活動による収入 8,961

投資活動による収入 0

運営費負担金による収入 0

その他の投資活動による収入 0

財務活動による収入 0

長期借入金による収入 0

その他の財務活動による収入 0

前事業年度からの繰越金 0

資金支出 3,318,088

業務活動による支出 2,891,281

給与費支出 1,772,087

材料費支出 701,786

その他の業務活動による支出 417,408

投資活動による支出 0

有形固定資産の取得による支出 0

その他の投資活動による支出 0

財務活動による支出 142,430

長期借入金の返済による支出 0

その他の財務活動による支出 142,430

次期中期目標の期間への繰越金 284,377

（注）計数は、端数をそれぞれ四捨五入している。

第６ 短期借入金の限度額

１ 限度額

200百万円

２ 想定される短期借入金の発生事由

⑴ 業績手当（賞与）の支給等による一時的な資金不足への対応

⑵ 予定外の退職者の発生に伴う退職手当の支給等、偶発的な出費への対応

第７ 出資等に係る不要財産又は出資等に係る不要財産となることが見込まれる財

産がある場合には、当該財産の処分に関する計画

なし
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第８ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画

なし

第９ 剰余金の使途

計画期間中の毎事業年度の決算において剰余を生じた場合は、医療サービスの充

実や病院施設の整備・改修、医療機器の購入、長期借入金の償還、教育・研修体制

の充実、組織運営の向上策等に充てる。

第10 料金に関する事項

１ 診療料金等

病院の診療料金及びその他諸料金は次に定める額とする。

⑴ 診療料金及びその他諸料金の額は、健康保険法（大正11年法律第70号）、

高齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号）、その他の法令等

により算定した額とする。

⑵ 前号の規定によらない料金は、理事長が別に定める

⑶ 消費税法（昭和63年法律第108号）及び地方税法（昭和25年法律第226号）

の規定により消費税及び地方消費税が課せられる場合にあっては、前各号の

料金について当該各号に規定する額に、消費税及び地方消費税の合計額に相

当する額を加算した額とする。この場合において、料金の額に1円未満の端

数があるときは、これを切り捨てるものとする。

２ 料金の減免

理事長は、特別の理由があると認めるときは、別に定めるところにより料金

を減免することができる。

３ その他

前２項に定めるもののほか、料金に関して必要な事項は、理事長が別に定め

る。

第11 その他西都市の規則で定める業務運営等に関する事項

１ 施設及び設備に関する計画（平成28年度から平成30年度まで）

施設及び設備の内容 予定額

病院施設・設備の整備（千円） 0

医療機器等の整備・更新（千円） 77,794

（注）医療機器等の整備・更新は、リース契約を予定している。
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２ 法第40条第４項の規定により業務の財源に充てることができる積立金の処分

に関する計画

なし

３ その他法人の業務運営に関し必要な事項

⑴ 施設の維持

昭和55年に開設した建物は、耐用年数を過ぎた設備が多く、老朽化が進ん

でいる。地域住民に安全で安心な医療を提供するため、必要な整備を把握し

て安全な施設維持を行う。

第12 その他業務運営に関する重要目標を達成するためとるべき事項

１ 病院施設整備に向けた取組み

地域医療の安定的な提供において法人が担っていくべき役割及び機能を明確

にし、市が取り組む新病院建設の必要性を含めた施設整備に関する検討に積極

的に参画する。
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 H26  H28  H29  H30 計画期間合計

926,428 1,048,465 1,130,331 1,130,331 3,309,127
814,472 895,070 976,936 976,936 2,848,942

0 119,072 119,072 119,072 357,216
111,956 34,323 34,323 34,323 102,969

0 0 0 0 0
17,043 2,987 2,987 2,987 8,961

0 0 0 0 0
17,043 2,987 2,987 2,987 8,961

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

943,471 1,051,452 1,133,318 1,133,318 3,318,088

905,687 984,878 1,029,605 1,019,228 3,033,711
863,028 945,856 988,116 984,174 2,918,146

給与費 500,141 533,416 569,377 565,601 1,668,394
材料費 197,207 220,284 240,751 240,751 701,786
経費 163,509 189,985 175,817 175,651 541,453
研究研修費 2,171 2,171 2,171 2,171 6,513

42,659 39,022 41,489 35,054 115,565
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

905,687 984,878 1,029,605 1,019,228 3,033,711

 予算・収支・資金計画等資料

 予算（案）

区分
 金額（千円：四捨五入）

収入
営業収益

医業収益
運営費負担金収益
補助金等収益
 その他営業収益

営業外収益
運営費負担金収益
 その他営業外収益

資本収入
運営費負担金
 その他資本収入

 その他の収入
計

支出
営業費用

医業費用

一般管理費
営業外費用
資本支出

建設改良費
償還金
 その他資本支出

 その他の支出

計
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 H26  H28  H29  H30 計画期間合計
956,371 1,055,802 1,136,253 1,135,289 3,327,344
926,428 1,051,632 1,133,266 1,132,302 3,317,200
814,472 895,070 976,936 976,936 2,848,942

0 119,072 119,072 119,072 357,216
111,956 34,323 34,323 34,323 102,969

0 3,167 2,935 1,971 8,073
0 0 0 0 0

17,043 2,987 2,987 2,987 8,961
0 0 0 0 0

17,043 2,987 2,987 2,987 8,961
12,900 1,183 0 0 1,183

921,572 990,270 1,037,720 1,036,257 3,064,247
918,774 989,087 1,037,720 1,036,257 3,063,064
873,765 948,620 997,114 1,000,381 2,946,115

給与費 498,584 531,830 575,441 579,837 1,687,108
材料費 197,207 220,284 240,751 240,751 701,786
経費 115,424 128,570 135,226 135,226 399,022
減価償却費 60,379 65,765 43,525 42,396 151,686
資産減耗費 0 0 0 0 0
研究研修費 2,171 2,171 2,171 2,171 6,513

45,009 40,467 40,606 35,876 116,949
0 0 0 0 0

2,798 1,183 0 0 1,183
34,799 65,532 98,533 99,032 263,097

34,799 65,532 98,533 99,032 263,097

医業収支比率 93.21% 94.35% 97.98% 97.66%
経常損益 24,697 65,532 98,533 99,032

 収支計画（案）

区分
 金額（千円：四捨五入）

 収益の部
営業収益

医業収益
運営費負担金収益
補助金等収益
資産見返物品受贈額戻入
 その他営業収益

営業外収益
運営費負担金収益
 その他営業外収益

臨時利益
 費用の部

営業費用
医業費用

一般管理費
営業外費用
臨時損失

純利益
目的積立金取崩額

総利益
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 H26  H28  H29  H30 計画期間合計
943,471 1,051,452 1,133,318 1,133,318 3,318,088
943,471 1,051,452 1,133,318 1,133,318 3,318,088

 診療業務による収入 814,472 895,070 976,936 976,936 2,848,942
 運営費負担金による収入 0 119,072 119,072 119,072 357,216
 補助金等による収入 111,956 34,323 34,323 34,323 102,969
 その他の業務活動による収入 17,043 2,987 2,987 2,987 8,961

0 0 0 0 0
 運営費負担金による収入 0 0 0 0 0
 その他の投資活動による収入 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0
 長期借入による収入 0 0 0 0 0
 その他の財務活動による収入 0 0 0 0 0

0
905,687 1,051,452 1,133,318 1,133,318 3,318,088
857,603 923,464 989,014 978,803 2,891,281

給与費支出 539,207 568,482 606,908 596,697 1,772,087
材料費支出 197,207 220,284 240,751 240,751 701,786
 その他の業務活動による支出 121,189 134,698 141,355 141,355 417,408

0 0 0 0 0
 有形固定資産の取得による支出 0 0 0 0 0
 その他の投資活動による支出 0 0 0 0 0

48,084 61,415 40,591 40,424 142,430
 長期借入金の返済による支出 0 0 0 0 0
 その他の財務活動による支出 48,084 61,415 40,591 40,424 142,430

66,573 103,713 114,091 284,377

 資金計画（案）

区分
 金額（千円：四捨五入）

資金収入
 業務活動による収入

 投資活動による収入

 財務活動による収入

 前事業年度よりの繰越金
資金支出

 業務活動による支出

 投資活動による支出

 財務活動による支出

 次期中期目標の期間への繰越金
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金額 備考 金額 備考 金額 備考 金額 備考
入院収益 618,498 678,900 739,125 739,125
延入院患者数 14,496  14,496人÷365日=39.7人 16,425  （1日45人）×365日 18,250  （1日50人）×365日 18,250  （1日50人）×365日

 入院診療単価（円） 42,667 41,333 40,500 40,500
外来収益 180,108 202,237 223,877 223,877
延外来患者数 10,832  10,832人÷293日=36.96人 13,185  （1日45人）×293日 15,072  （1日51人）×293日 15,072  （1日51人）×293日

 外来診療単価（円） 16,627 15,338 14,854 14,854

金額 備考 金額 備考 金額 備考 金額 備考
0 119,072 119,072 119,072

金額 備考 金額 備考 金額 備考 金額 備考
50,436 3 69,960 4 89,009 5 90,345 5

 看護師　44  看護師　45  看護師　51  看護師　51
 准看護師　5  准看護師　5  准看護師　5  准看護師　5

金額 備考 金額 備考 金額 備考 金額 備考
108,417 117,191 128,079 128,079
87,090 101,110 110,504 110,504
1,699 1,983 2,167 2,167

金額 備考 金額 備考 金額 備考 金額 備考
 検査業務委託費　2,682  検査業務委託費　3,169  検査業務委託費　3,459  検査業務委託費　3,459

 給食業務委託費　19,191  給食業務委託費　22,681  給食業務委託費　24,756  給食業務委託費　24,756

 寝具業務委託費　1,717  寝具業務委託費　2,029  寝具業務委託費　2,214  寝具業務委託費　2,214

 医療事務委託費　15,552  医療事務委託費　18,380  医療事務委託費　20,061  医療事務委託費　20,061

 清掃業務委託費　4,603  清掃業務委託費　5,440  清掃業務委託費　5,937  清掃業務委託費　5,937

 その他の委託費　62  その他の委託費　73  その他の委託費　79  その他の委託費　79

 【医業収益】　　　　　　　　　  （単位：千円）

区分
 平成26年度  平成28年度  平成29年度  平成30年度

入
院

外
来

 【運営費負担金】　　　　  （単位：千円）

区分
 平成26年度  平成28年度  平成29年度  平成30年度

運営費負担金

 【給与費】  （単位：千円）

区分
 平成26年度  平成28年度  平成29年度  平成30年度

常勤医師
 看護師・准看護師
 （非常勤含む）

222,616 228,651 250,382 254,137

 【材料費】  （単位：千円）

区分
 平成26年度  平成28年度  平成29年度  平成30年度

薬品費
 患者数の増加によ
 る増加

 患者数の増加によ
 る増加

診療材料費
給食材料費

 【経費】  （単位：千円）

区分
 平成26年度  平成28年度  平成29年度  平成30年度

委託費 43,806 51,773 56,509 56,509

-
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4
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 （単位：千円）

 平成28年度  平成29年度  平成30年度  合　計

 電子カルテ 12,500 25,000 25,000 62,500

 生化学自動分析装置DXC600 864 864 864 2,592

 自動血球計数装置DXH800 821 821 821 2,463

 エルベVIO-S/APC2 アルゴン機能付 972 972 972 2,916

 外科用Ｘ線テレビシステム 1,793 1,793 1,793 5,379

 リハビリ治療機器 648 648 648 1,944

 合　　　計 17,598 30,098 30,098 77,794

 ※　全てリース契約による導入を予定しています。

医療機器導入計画（案）

 機　器　名

 リース支払額

 ※　金額については見込みです

-
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業務方法書について

１．業務方法書の意義

業務方法書とは、定款に定める、法人が行う業務に関する規定を補足する形でまとめた

ものであり、法人の業務開始の際、作成しなければならない。

【地方独立行政法人法】

第22条 地方独立行政法人は、業務開始の際、業務方法書を作成し、設立団体の長の

認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

【西都児湯医療センター定款】

第20条 この定款に定めるもののほか、法人の業務の執行に関し必要な事項は、業務

方法書で定める。

２．作成の手続

業務方法書を作成又は変更するときは、市長の認可を受けなければならず、認可に当た

っては、評価委員会の意見を聴かなければならない。また、認可後は、遅滞なく、その業

務方法書を公表しなければならない。

【地方独立行政法人法】

第22条

３ 設立団体の長は、第１項の認可をしようとするときは、あらかじめ、評価委員会

の意見を聴かなければならない。

４ 地方独立行政法人は、第１項の認可を受けたときは、遅滞なく、その業務方法書

を公表しなければならない。

３．記載すべき事項

業務方法書に記載すべき事項は、市（設立団体）の規則で定めることになっている。

【地方独立行政法人法】

第22条

２ 前項の業務方法書に記載すべき事項は、設立団体の規則で定める。

【地方独立行政法人西都児湯医療センターの業務運営等に関する規則（案）】

第２条 法第22条第２項に規定する規則で定める業務方法書に記載すべき事項は、次

に掲げるものとする。

⑴ 法人の定款に規定する業務に関する事項

⑵ 業務の委託に関する事項

⑶ 契約に関する基本的な事項

⑷ その他法人の業務の執行に関し必要な事項
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地方独立行政法人西都児湯医療センター業務方法書（案）

（目的）

第１条 この業務方法書は、地方独立行政法人法（平成15年法律第118号。以下「法」と

いう。）第22条第１項、地方独立行政法人西都児湯医療センターの業務運営等に関する

規則（平成 年西都市規則第 号）第２条及び地方独立行政法人西都児湯医療センター

定款（以下「定款」という。）第20条の規定に基づき、地方独立行政法人西都児湯医療

センター（以下「法人」という。）の業務の方法に関する基本的事項を定め、その業務

の適正な運営に資することを目的とする。

（業務運営の基本方針）

第２条 法人は、法第25条第１項の規定により西都市長から指示された中期目標に基づき、

業務の効果的かつ効率的な運営に努めるものとする。

（病院の設置及び運営）

第３条 法人は、地域住民に救急医療及び高度医療をはじめとした安全で良質な医療等を

提供するとともに、地域の医療機関及び西都市と連携して、住民の健康の維持及び増進

に寄与するため、定款第18条に定める病院を設置し、これを運営するものとする。

（法人の行う業務）

第４条 法人は、定款第19条の規定に基づき、次の業務を行うものとする。

⑴ 医療を提供すること。

⑵ 医療に関する調査及び研究を行うこと。

⑶ 医療に関する研修を行うこと。

⑷ 健康診断等の予防医療を提供すること。

⑸ 災害時における医療救護を行うこと。

⑹ 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

２ 法人は、前項の業務のほか、同項の業務の遂行に支障のない範囲内で、その建物の一

部、設備、器械及び器具を、法人に勤務しない医師等の診療又は研究のために利用させ

ることができる。

３ 法人は、法人の目的の範囲内において、法人以外の者から受託し、又は法人以外の者

と連携して、調査及び研究並びに業務を行うことができる。

（業務の委託）

第５条 法人は、定款に規定する業務の一部を外部の者に委託することにより効率的にそ

の業務を遂行できると認められる場合は、業務の一部を委託することができる。

（委託契約）

第６条 法人は、前条の規定により業務を委託するときは、受託者と業務に関する委託契

約を締結するものとする。

（契約の方法）

第７条 法人は、売買、賃借、請負その他の契約を締結する場合においては、一般競争に

付するものとする。ただし、契約の性質又は目的が一般競争に適しない場合その他法人

の規程で定める場合は、指名競争に付し、又は随意契約若しくはせり売りによることが

できる。

（委任）

第８条 この業務方法書に定めるもののほか、法人の業務に関し必要な事項は、会計規程

その他の法人の規程で定める。

附 則

この業務方法書は、西都市長の認可の日から施行する。
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役員報酬等の支給基準について

１．決定の手続き

①支給基準の届出 ②届出内容の通知

④支給基準の公表 ③意見の申出

①地方独立行政法人は、役員に対する報酬等の支給の基準を定め、市長に届け出る。

②市長は、届出のあった報酬等の支給の基準を評価委員会に通知する。

③評価委員会は、報酬等の支給の基準が社会一般情勢に適合したものであるかどうか

について、市長に意見を申し出ることができる。

④地方独立行政法人は、報酬等の支給の基準を公表する。

【参考】地方独立行政法人法（抜粋）

（役員の報酬等）

第48条

２ 特定地方独立行政法人は、その役員に対する報酬等の支給の基準を定め、これを設

立団体の長に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、

同様とする。

（評価委員会の意見の申出）

第49条 設立団体の長は、前条第２項の規定による届出があったときは、その届出に係

る報酬等の支給の基準を評価委員会に通知するものとする。

２ 評価委員会は、前項の規定による通知を受けたときは、その通知に係る報酬等の支

給の基準が社会一般の情勢に適合したものであるかどうかについて、設立団体の長に

対し、意見を申し出ることができる。

２．基本的な考え方

報酬等の支給基準は、地方公共団体等の給与、他の地方独立行政法人及び民間事業の役

員の報酬等、当該法人の業務の実績その他の事情を考慮して定めなければならない。

【参考】地方独立行政法人法（抜粋）

（役員の報酬等）

第48条 特定地方独立行政法人の役員に対する報酬及び退職手当（以下この条、次条及び第

評
価
委
員
会

法

人

市

長
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56条第１項において「報酬等」という。）は、その役員の業績が考慮されるものでなければなら

ない。

３ 前項の報酬等の支給の基準は、国及び地方公共団体の職員の給与、他の特定地方独立

行政法人及び民間事業の役員の報酬等、当該特定地方独立行政法人の業務の実績及び認

可中期計画の第26条第２項第３号の人件費の見積りその他の事情を考慮して定めなければ

ならない。

（準用）

第56条 第48条及び第49条の規定は、一般地方独立行政法人の役員の報酬等について準用

する。この場合において、第48条第３項中「実績及び認可中期計画の第26条第２項第３号の

人件費の見積り」とあるのは、「実績」と読み替えるものとする。

３．支給基準（案）

役員名 報酬等の種類 報酬等の額 備 考

基本給 月額 700,000円

病院長を兼務し、診療に従事す
医師手当 月額 500,000円

する場合
理事長（常勤）

医師手当を含む場合。業績に応
賞与 年額 3,600,000円

じて50％の範囲内で増減可能。

通勤手当 職員の例による

退職手当 支給しない

理事（非常勤）
非常勤役員手当 日額 30,000円

監事（非常勤）

※職員を兼務する場合は役員報酬を支給せず、職員の規程により給与を支給する。
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４．役員報酬に関する先行事例との比較表

芦屋中央病院 くらて病院 大牟田市立病院 医療センター
役職等 種別

（137床） （222床） （350床） （91床）

基本給
800,000円/月 800,000円/月 730,000円/月 700,000円/月

（報酬）

医師手当 800,000円/月 800,000円/月 500,000円/月
―

理事長 （業績報酬）※40％の範囲内で増減可 ※40％の範囲内で増減可

（常勤）

賞与 年間3.24月分 年間3.565月分 年間3.0月分
―

（業績手当）※20％の範囲内で増減可 ※20％の範囲内で増減可 ※50％の範囲内で増減可

在職1月につき基本給の 在職1月につき基本給の
退職手当 ― ―

0.25月分 0.3月分

理事及び監事 非常勤役員
30,000円/日 30,000円/日 30,000円/日 30,000円/日

（非常勤） 手当

職員兼務役員 職員給与規程適用 職員給与規程適用 職員給与規程適用 職員給与規程適用

※先行事例は、各法人の報酬等規程による。

-
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地方独立行政法人西都児湯医療センター役員報酬等規程（案）

（趣旨）

第１条 この規程は、地方独立行政法人西都児湯医療センター（以下「法人」と

いう。）の理事長、理事及び監事（以下「役員」という。）の報酬等に関し、

必要な事項を定めるものとする。

（役員の身分）

第２条 法人の役員は、理事長は常勤とし、理事及び監事は非常勤とする。

（役員の報酬）

第３条 理事長の報酬は、基本給、通勤手当、医師手当及び賞与とし、理事及び

監事の報酬は、非常勤役員手当とする。ただし、役員が法人の職員（地方独立

行政法人西都児湯医療センター職員給与規程（平成28年規程第○号。以下「職

員給与規程」という。）の適用を受ける職員をいう。以下同じ。）を兼ねる場

合は、役員としての報酬は支給しない。

（報酬の支給日）

第４条 理事長の報酬の支給日は、職員給与規程の例による。

２ 非常勤の役員の報酬の支給日は、理事長が別に定める。

（基本給及び医師手当の額）

第５条 理事長の基本給は、月額700,000円とする。

２ 理事長が法人の病院長を兼務し、診療に従事する場合は、医師手当として月

額500,000円を支給する。

（通勤手当）

第６条 通勤手当の額及びその支給については、職員給与規程の例による。

（賞与）

第７条 賞与は、毎年６月１日及び12月１日（以下「基準日」という。）にそれ

ぞれ在職する理事長に対して支給する。これらの基準日前１月以内に任期が満

了し、退職し、又は死亡した場合についても同様とする。

２ 賞与の額は、基本給の月額（医師手当の支給を受ける理事長にあっては、そ

の月額を加えた額）に、前項の基準日のうち６月１日においては100分の135、

12月１日においては100分の165を乗じて得た額に、基準日以前６月以内の期間

におけるその者の次の各号に掲げる在職期間の区分に応じ、当該各号に定める

割合を乗じて得た額とする。

(1) ６月 100分の100

(2) ３月以上６月未満 100分の60

(3) ３月未満 100分の30

３ 前項の賞与の額を定めるに当たっては、業績評価の結果及び理事長としての

業務に対する貢献度等を理事会で総合的に勘案し、同項の規定による賞与の額

の100分の50の範囲内で、これを増額し、又は減額することができる。
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（日割計算）

第８条 新たに理事長となった者には、その日から基本給及び医師手当（以下こ

の条において「月例給」という。）を支給する。

２ 理事長が退任し、辞職し、若しくは解任され、又は死亡したときは、その日

までの月例給を支給する。

３ 第１項及び第２項の規定により月例給を支給する場合であって、月の初日か

ら又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その月例給は、日割によって

計算する。

４ 前項の日割計算の方法は、職員給与規程の例による。

（非常勤役員手当）

第９条 非常勤役員手当は、日額30,000円とする。

（端数の処理）

第10条 この規程により計算した金額に１円未満の端数が生じたときは、これを

切り捨てるものとする。

（旅費）

第11条 役員が職務のため旅行したときは、旅費を支給する。

２ 前項の旅費の額及び支給方法については、法人の職員の例による。

（その他）

第12条 この規程に定めるもののほか、役員の報酬等について必要な事項は、理

事長が別に定める。

附 則

この規程は、平成28年４月１日から施行する。
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